
ＪＡＦ公認地方格式競技

組織許可番号２０２０－５０２６

アライズスピリットラリー西都2020

特別規則書

開催日：２０２０年12月12日（土）～12月13日（日）2ＤＡＹ

協力・協賛

株式会社ＡＫＴジャパン　ＴＡＫＵＭＩモーターオイル

住友ゴム工業株式会社

オーガナイザー：アライズモータースポーツ宮崎（略称ＡＭＳ宮崎）
協力：ルート10延岡（略称Ｒ-10-Ｎ）

トヨタカローラ宮崎株式会社

カット野菜　照葉園

さいとう酒店

みやざき地鶏頭石坂村地鶏牧場



本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟(ＪＡＦ)の公認のもとに、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則
に準拠した日本自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則とその細則、２０２０年ＪＭＲＣ九州ラリー競技開催規定
本競技会特別規則に従い開催される。

第１条 プログラム

第２条     競技会の名称
アライズスピリットラリー西都    ２０２０
第３条    競技の格式
ＪＡＦ公認：地方格式    ＪＡＦ公認番号：２０２０－５０２６
第４条    競技種目
スペシャルステージラリー

公式掲示板設置時間 １２：３０～１８：００ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）
ロードブック発行 １３：００～ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

第１回審査委員会 １３：３０～１４：３０ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

暫定結果発表 １５：００※予定 公式掲示板
表彰式 １５：３０※予定 西都原ガイダンスセンターこのはな館

第１章 大会告知

項目 日時 場所

［ 公 示 ］

参加申込の開始 ２０２０年１０月１２日（月） 大会事務局（第７条オーガナイザー事務局）

１６：００～１７：００ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）公式車両検査

参加申込の締切日 ２０２０年１２月１日（火） 大会事務局（第７条オーガナイザー事務局）

サービスパークオープン １２：３０～１８：００ ＨＱ（西都原ガイダンスセンターこのはな館駐車場）

レッキ受付 １３：００～１３：３０ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

ラリーＨＱ開設時間 １２：３０～１８：００ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

公式参加確認受付Ａ
レッキ １３：３０～１６：００ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

第２回審査委員会 ７：４０～ ＨＱ（西都原ガイダンスセンターこのはな館駐車場）

ＨＱ（西都原ガイダンスセンターこのはな館駐車場）
ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

サービスパークオープン ６：００～１８：００
ラリーＨＱ開設時間 ６：００～１８：００
公式掲示板設置時間 ６：００～１８：００

スタートリスト公示 ８：１０～ 公式掲示板

ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）
ロードブック発行 ６：００～ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

ラリーフィニッシュ（先頭車） １４：３０※予定 サービスパーク

開会式・ブリーフィング ８：３０～ ＨＱテント前
１号車スタート ９：００～ サービスパーク

１３：００～１３：３０ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

公式参加確認受付Ｂ ６：３０～７：００ ＨＱ（　　　　　　　〃　　　　　　）

２０２０年１２月１３日（日）

２０２０年１２月１２日（土）



第５条    開催日程及び競技開催場所

第６条    コース・距離・路面

第７条    オーガナイザー

Ｅmail
エントリーフォーム

第８条　組織
８．１大会役員
組織委員長：久木野聖（ＡＭＳ宮崎）
組織委員：菅裕明（ＡＭＳ宮崎）　　佐藤祐二（ＡＭＳ宮崎）    
　　　　　江藤享平（ＡＭＳ宮崎）　

８．２競技会役員
１）競技会審査委員会
競技会審査委員長：星野元
競技会審査委員：花田達哉
２）競技役員
競技長：久木野聖（ＡＭＳ宮崎） 技術委員長：吉次修一（ＡＭＳ宮崎）
副競技長：菅裕明（ＡＭＳ宮崎） 救急委員長：久木野洋子（ＡＭＳ宮崎）　  
コース委員長：佐藤祐二（ＡＭＳ宮崎） 事務局長：久木野聖（ＡＭＳ宮崎）
計時委員長：久木野理恵（ＡＭＳ宮崎）

ＴＥＬ ０９０－５９４９－７７１７
ホームページ http://kukinoya.onamae.jp/index.html

arisemotorsportsmiyazaki@gmail.com
https://goo.gl/forms/bcWj12QTrdWFrxGv1

代表者 久木野聖 連絡先 ０９０－５９４９－７７１７
所在地 宮崎県宮崎市下北方町塚原５８０７－２

レグの数 1

主催 アライズモータースポーツ宮崎
協力 ルート１０延岡

スペシャルステージの数 4本
スペシャルステージの路面 舗装

セクションの数 2

表彰式会場 西都原ガイダンスセンターこのはな館

コース総距離（路面） 68.4kｍ（舗装）
スペシャルステージの総距離 約9.9ｋｍ

12月12日（土）～12月13日（日）2日間
場所 西都原ガイダンスセンターこのはな館

競技会ＨＱ 西都原ガイダンスセンターこのはな館（〒881-0005　西都市大字三宅4941番地1）
サービスパーク及びラリースタート

上に同じ（サービスパーク及びＨＱレイアウトは付則に示す）
ゴール

mailto:arisemotorsportsmiyazaki@gmail.com
mailto:arisemotorsportsmiyazaki@gmail.com
http://kukinoya.onamae.jp/index.html
http://kukinoya.onamae.jp/index.html
http://kukinoya.onamae.jp/index.html
https://goo.gl/forms/bcWj12QTrdWFrxGv1
https://goo.gl/forms/bcWj12QTrdWFrxGv1
http://kukinoya.onamae.jp/index.html
mailto:arisemotorsportsmiyazaki@gmail.com
https://goo.gl/forms/bcWj12QTrdWFrxGv1


第９条    参加申し込み受付期間
２０２０年１０月１２日（月）から２０２０年１２月１日（火）

第１０条    参加申し込み及び参加料等
１）申込先：       第７条に同じ　※エントリーフォームかＪＭＲＣ九州ラリー競技参加申込書をメールで送信

申込時には、参加料とともに下記の書類を添付すること。

第１１条    保険
２０２０年日本ラリー選手権規定第１７条に基づき、ラリー競技に有効な対人賠償保険ならびに搭乗者
保険（１，０００万円以上）またはＪＭＲＣ共済ラリー特約（ドライバー、コドライバー共にＪＭＲＣ
共済への加入が義務）に加入していること。に加入していること。
第１２条    音量規制
マフラーの変更は認めるが、音量は９５ｄｂ以下とする。（ＲＰＮ車両のマフラー変更は認められない）

第１３条    参加台数
本競技会の総参加台数は合計４０台までとする。

第１４条    レッキの実施方法
１）
２）

４） ルート 実施詳細はレッキ指示書に示す。※コンボイ方式で実施する

５） 遵守事項
レッキの間、競技者は交通法規を遵守し、いかなる場合にも他の道路使用者の安全と権利を尊重しなければ
ならない。

⑧ 誓約書（自署）公式参加確認時にＨＱへ持参すること

レッキ参加確認日時 ２０２０年１２月１２日 （土）   １３：００～１３：３０
レッキ参加確認場所 ＨＱ：西都原ガイダンスセンターこのはな館

１３：３０～１６：００
クルーは、各スペシャルステージを２回走行できる。同じ区間を重複使用するスペシャルステージは、１ヶ所で２回の走
行とす る。但し、必ず２回走行することを保障するものではない。

③コースレッキ参加申込書
④サービス車両登録申込書
⑤ 口座振込の場合は、振込票のコピー（第２３条を参照）
⑥ 宿泊申込書（別途配布する指定の用紙と申込フォームに記入）
⑦ 入金明細書（本競技会所定の用紙に記入）

②サービス車両登録料 ：１台    無料
③ラリー特約（加入希望者） ： １台 ５，０００円
※ 学生には参加料の５０００円割引が適用される。申込書に学生を明記

①ラリー競技参加申込書
②ラリー競技に有効な対人賠償保険、傷害保険の証券または領収証の写し（補償内容がわかるもの）
　又はＪＭＲＣ九州共済ラリー特約申込書

①参加料
ＲＨ１，２，３，４，５，６クラス ：１台    30000円（レッキ代・昼食代・宿泊・夕食代を含む）

３） スケジュール



第１５条    タイヤ・ホイール
2020年ＪＭＲＣ九州ラリー車両規則②タイヤ・ホイール１）～2）に準じ、競技用タイヤ（通称Ｓタイヤ）
の使用を禁止するが、公道使用可能な全てのタイヤは使用できる

第１６条 タイムコントロール
１）公式時刻は、日本標準時を基準とした競技会計時委員の計時による。
２）全クラスＴＣ６Ａを早着ペナルティーの対象としない。
第１７条 スペシャルステージ（スタート及び計時）
１）自動計測器を使用し、１／１０秒まで計測する。
２）スタートは原則スタートリスト順または直前のＴＣ通過順に１分間隔とする。
３）スタートの方法および合図は、ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー開催規定２５
条.６に従ったカウントダウンによるスタート方法とする。 （カウントダウンシステムを使用する
場合は付則に記載する。）

第１８条 整備作業
サービス登録車両及び登録されたサービスメンバーによる整備作業は、技術委員長の監督下において定
められた場所でのみ認められる。
１）整備作業を行うことができる者は、当該車両のクルー及び登録されたサービスメンバーのみとする。
２）サービス登録車両はオーガナイザーが発行するサービス車両ゼッケンを定められた場所に貼付しな
ければければならない。また、サービスパークに入場できる車両は登録車両及び競技車両のみとする。

第１９条 賞典
各クラス１位～３位 表彰状・副賞
※参加台数の少ないクラスにおいては賞典を制限する。

第２０条 参加車両
１）参加できる車両については、２０２０年日本ラリー選手権規定第１２条に従ったＲ、ＲＪ、ＲＰＮ、ＲＦ
またはＡＥ車両であること。過給機付き車両のエアリストリクター（内径３３mm）の
装着は任意とする（未装着の場合、エンジン・ECUはノーマル）、ＲＰＮ車両の年次制限は行わない。

第２１条    クラス区分
第２章 競技参加に関する基準規則

ＲＨ１
ＲＨ２
ＲＨ３
ＲＨ４
ＲＨ５

：気筒容積3,000ccを超えるRJ車両、RF車両、RPN車両、および気筒容積区分なしのR車両。
：気筒容積1,500ccを超え、3,000cc以下のRJ車両、RF車両、RPN車両。
：気筒容積1,500cc以下ののRJ車両、RF車両。
：気筒容積1,500cc以下の2輪駆動のRPN車両。
：気筒容積区分なしAT限定のRJ車両、RF車両、RPN車両、およびAE車両。



第２２条 参加資格
１）競技参加者（ドライバー, コドライバー）は競技中に有効な（１，０００万以上）の傷害保険証
２）１台の車両に乗車する人員は、ドライバー、コドライバーの２名とする。
３）ドライバー、コドライバーは、2020年ＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂ級以上の所持者でなければ
ならない。
４）満２０歳未満の競技運転者は参加申し込みに際し、親権者の承諾書を提出しなければならない。
第２３条 参加申込方法および参加受理
１） ラリー参加申込書に記入の上、上記第１０条に挙げる大会事務局宛、電子メールによる
申込み、現金書留による郵送、または直接提出すること。（参加料は原則、銀行振り込みが望ましい
振込手数料は振り込み人が負担すること。また振込票のコピーを参加申込書提出時に添付又は同封する事。
メールでの申込みの場合は、参加料も振込みとする。）

２）参加車両名は必ず車両名（型式ではなく通称名ランサー・インプレッサ等）を入れること。
３）正式参加受理後の参加料及び参加申込書類はオーガナイザーの都合で競技会を中止した場合を除き
返還は行わない。
４）オーガナイザーは、国内競技規則「４－１９」に従って、エントリーを拒否する権利を有する。この
場合、参加料は事務手続き費用として１件につき１,０００円を差し引き返還する。
５）参加受理の諾否はＪＭＲＣ九州のホームページ上とアライズモータースポーツ宮崎のホームページ上
にて当該週にエントリーリストを発行することで受理書に換える。

第２４条 参加者に対する指示及び公示（公式通知）
１） 競技会審査委員会は国内競技規則４－９および１０－１０に従って、公式通知を持って参加者に指
           示を与えることが出来る。
２）本規則書に記載されていない競技運営に関する細則並びに指示事項は、公式通知により指示される。

≪振込先≫
【銀行名】ゆうちょ銀行
【店名】七三八（ナナサンハチ）
【口座種目】普通
【口座番号※ゆうちょ銀行同士の場合】１９４４９９２１
【口座番号※他の金融機関からの振込の場合】１９４４９９２１２
【口座名義】アライズモータースポーツ宮崎



第２５条 公式参加受付（および出走確認）
下記の書類を参加受付時に提示すること。
１）ドライバー及びコドライバーの自動車運転免許証および競技運転者許可証
２）自動車検査証
３）自動車損害賠償責任保険証
４）ラリー競技に有効な対人賠償保険証またはＪＭＲＣ九州ラリー特約及び搭乗者保険証
　（またはＪＭＲＣ共済メンバーズカード）
５）出走前、受付において指定の時間内に出走確認とクルーのアルコールチェックを行う。

第２６条 クルー及び参加車両の変更
１）正式参加受理後のクルー及び参加車両の変更は認められない。但し、コドライバー及び参加車両の
　変更は公式参加受付終了前までに理由を付した文書が提出され、競技会審査委員会が認めた場合は
　この限りではない。
２）参加クラスの変更を伴う参加車両変更は認められない。

第２７条 安全装備
１） 安全ベルトは必ず装着し、ＪＡＦ国内競技車両規則第４編付則「ラリー競技に参加するクルーの
装備品に関する付則１．２に従った」ヘルメットおよびレーシングスーツを着用すること。
２）非常用停止表示版(三角)２枚、非常用信号灯、赤色灯、牽引用ロープ、救急薬品及び車両規定に定め
　られている仕様の消火器を必ず搭載していること。非常用停止表示版(三角)２枚は容易に（着座した
　　　状態で工具を使用する事無く）取り外せる場所に設置すること。
３）ＯＫ,ＳＯＳマークを各クルーは必ず所持すること。（サイズ Ａ３判）

第２８条 車両検査
全ての競技車両は、本規則に定めた場所及び時間に公式車両検査を受けなければならない。車両検査結果
が不適当と判断された車両および競技参加者は、本競技会に参加できない。
１）公式車両検査は第２０、２７条の各内容に従って実施される。
２）公式車両検査後及び競技終了後、完走した車両は入賞者の再車検終了までオーガナイザー指定した
場所において車両保管をされる。オーガナイザーの許可なしに車両の移動、調整、修理等はできない。
３）参加車両はオーガナイザーが決めたゼッケン・ステッカー等を指定の位置に貼付する事。
４）参加者は、競技の最終タイムコントロール通過後直ちに競技車両を車両保管場所に進入させ、下記の
確認（再車両検査）を受けること。
５）出走前に公式車両検査を受けた車両と同一であること。
６）罰則の対象となる要因の有無。
７）マーキングや封印等を実施した場合は、それが保持されているかどうかの確認。
８）参加者は技術委員長の求めがあれば、各自の参加車両が車両規定に適合している旨を証明する為、
車両規定に定める証明資料等を提示証明しなければならない。
９）競技会審査委員会又は競技会技術委員長が必要と判断した場合、もしくは抗議の内容により必要と
判断される場合オーガナイザーは分解を伴う再車検を行う。この際、必要な人員・部品工具等の費用
は当該参加者の負担とする。



第２９条 ブリーフィング
１）ドライバーズブリーフィングはスタート会場にて行う。
２）すべての乗員及び競技参加者は必ずブリーフィングに出席し、署名を行うこと。

第３０条 給油
競技中の給油はオーガナイザーより指定された給油所以外での給油は認められない。
※当競技会では給油を設けていないため、燃料を満タンにしておくこと
第３１条 整備作業の範囲
整備作業の範囲は以下の通りとする。
・タイヤ交換 ・ランプ類のバルブ交換 ・点火プラグの交換・Ｖベルトの交換 ・各部点検増締め
１）上記以外の整備については、必ず作業前に「整備作業申告書」を提出し、技術委員長の許可を得なけ
ればならない。
２）整備作業実施後は、技術委員長の確認を受けるものとする。
３）整備作業の実施にあたっては、他の通行及び作業員の安全確保に十分留意して行うこと。

第３２条 リタイヤ
１）競技会の途中で競技を棄権する場合、また以降競技に出場しない場合、その旨を書面にて競技役員に
申し出て棄権しなければならない。
２）競技から離脱した場合は速やかに最寄の競技役員にリタイヤ届を提出すること。提出が困難な場合は
電話等の手段で競技会事務局に連絡すること。
３）リタイヤ又は失格となった場合は、直ちにゼッケン、ラリー競技会之証及びその他の競技会関係貼付
物を取り除くこと。
第３３条 競技結果
競技結果は、スペシャルステージで記録された所要時間とロードセクション、その他で課せられたペナ
ルティタイムを合計して決定する。

第３４条 抗議
１）参加者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、国内競技規則第１２条に従い、抗議する
権利を有する。ただし、自分の参加拒否ならびに競技会審査委員会の判定に対する抗議はできない。
２）抗議は、その理由を具体的に記述し、１件につき２０，９００円の抗議料を添え、文書により競技長
に提出するものとする。抗議料は、その抗議が正当と裁定された場合のみ返還される。
３）競技会審査委員会の裁定は、抗議者に宣告される。
４）タイムカードに関する異議申し立てはその場で直ちに行い、現場の責任者の判定を最終とし、これに
対する抗議は受付けない。
５）抗議が正当と裁定されなかった場合、必要経費は（作業料、運搬費用等）全てを抗議者が負担するも
のとする。
６）競技に関する抗議はフィニッシュ後３０分以内、成績に対する抗議は暫定結果発表後３０分以内にし
なければならない、競技会技術委員長の決定に関する抗議は、決定直後に提出しなければならない。

第３章 競技に関する基準規則

第４章 抗 議



第３５条 競技会の成立、延期、中止、または短縮
１） 保安上、または不可抗力による事情が生じた場合は、審査委員会の決定によって競技会の開催を
中止、延期、又はコースの短縮を行うことがある。又、中止・再競技の場合の日時は公式通知をもっ
て公表する。
２）競技の進行が、すべての参加者に対して不可能、又は著しい障害になったとき、又は他に及ぼす影響
等で競技の続行ができなくなった場合、審査委員会の決定によって、打ち切り、及び特定区間の中断
がなされる。その場合コース上の競技役員によって指示、又は対策を指示する。
３）競技が打ち切りになった場合の成績は、競技打ち切り時点におけるものとする。

第３６条 本統一規則の解釈
競技会中に本統一規則及び競技に関する諸規則（公式通知）の解釈についての疑義が生じた場合は競技会
審査委員会が決定する。
第３７条 罰則（タイムペナルティを含む）
ラリー競技開催規定別添５：スペシャルステージラリーに適用される罰則に則り、該当する事が競技長に
よって認められた場合は、競技会審査委員会の裁定により罰則が適用となる。また競技中失格と裁定され
た参加者は、それ以降の競技続行は出来ないものとする。又、成績発表後に於いても失格の適用を受ける
事がある。
第３８条 本統一規則の施行ならびに記載されていない事項
※ 本規則書発行後、ＪＡＦにより決定された規定は、すべての本規則書に優先する。
※ その他の事項についてはＪＡＦ国内競技規則とその付則のとおり
とする。

「アライズスピリットラリー西都2020」大会組織委員会

第５章 競技会の成立、延期、中止、または短縮

第６章 本統一規則の解釈及び施行



付則1 ）アイテナリー 
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付則２    サービスパーク及びＨＱレイアウト図
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